
  ～ ふるさと納税 ～ 山形応援寄付金のご案内   
 
■ 山形応援寄付金の概要 
 

○ 『山形応援寄付金』は、「ふるさとに貢献したい」、「山形県を応援したい」という皆様の

想いを、山形県への寄付（ふるさと納税）という形でお願いするものです。 

○ 山形県へ寄付された金額が個人住民税と所得税から差し引かれます。 

（差し引かれる額は、５千円を超える分で、個人住民税所得額の概ね１割が限度） 

○ 山形県では、皆様の寄付を、「温かく、美しく、元気な山形づくり」のために行う、次の

３つの取り組みに活用させていただきます。 

   ① 教育・子育て ････ 子どもたちがすくすくと育つ山形づくり 

② 環境     ････ 山形の美しい自然、景観の保全、継承 

  ③ 文化・スポーツ････ 山形の文化・スポーツの振興 

 

 
■ ご寄付の入金方法 

 
■ ご寄付のお礼 
 

○ 知事からの礼状（山形県白鷹町深山
み や ま

和紙を使用）、大河ドラマ主人公「直江兼続」の小伝、

山形県が新たに開発し、平成22年に本格販売を開始するお米「つや姫」（１kg）をお送りします。 
 

 
■  お問い合わせ先 

山形県総務部総合政策室政策企画課 

〒990-8570 山形市松波二丁目８番１号 

 Tel：023-630-3137（直通）／ Fax：023-624-2775  

E-mail：yseisaku@pref.yamagata.jp 

『山形応援サイト』：http://www.pref.yamagata.jp/oen/public_html.html 

 

① チラシの「寄付申込書」に必要事項をご記入いただき、Fax 又は郵送でお送りください。 

② 当方から、寄付金の入金に必要な書類を送付いたします。 

【入金方法１：納入通知書での入金】 

・送付します書類（納入通知書）により、金融機関で入金してください。 

山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行、みずほ銀行、七十七銀行、北都銀行でご入金ができます。 

このほかの金融機関でもご入金いただける場合があります。お手数をお掛けしますが、その 

場合は金融機関の窓口でお問い合わせくださいますようお願いいたします。金融機関によっては

送金手数料が必要となる場合があります。その際はご負担くださいますようお願いいたします。 
 

【入金方法２：クレジットカードでの入金】（手数料無料） 

・クレジットカード（VISA、MasterCard、JCB）をご準備ください。インターネット（「Yahoo!

公金支払い」サイト）を通じて、支払い番号やクレジットカードの番号等を入力して

いただき、入金の手続きを行っていただきます。 

【入金方法３：その他の方法で入金】 

・現金書留で山形県庁に直接お送りいただくこともできます。 
 



ふるさと納税制度のイメージ  〔山形県にご寄付いただいた場合〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと納税制度のイメージ 〔山形県にご寄付いただいた場合〕 

 

１ 山形県に寄付 ⇒所得税と翌年度の住民税が 減額  

２ 住民税・所得税の減額の仕組み 

基礎控除額 （寄付金－5,000 円）× 10％   ････ア 

特例控除額 （寄付金－5,000 円）×（90％－Ａ）････イ 

②所得税の減額            （寄付金－5,000 円）×    Ａ ････ウ 

（注）ただし、イ「特例控除額」は住民税（所得割）の１割が限度 

 
■Ａは、所得税の「課税所得金額」に応じた限界税率■ 

                     【課税所得金額】     【限界税率】 

                           ～195 万円      Ａ＝ 5% 

                      195～  330 万円      Ａ＝10% 

                      330～  695 万円      Ａ＝20% 

                      695～  900 万円      Ａ＝23% 

                      900～1,800 万円       Ａ＝33% 

                                        1,800 万円～         Ａ＝40% 

  
※上記を合算しますと、①＋②＝ア＋イ＋ウ＝（寄付金－5,000 円）×100％ ですので、 

上記（注）により、イ「特例控除額」が住民税（所得割）の１割までですと、寄付金額 

から 5,000 円を差し引いた額が、所得税と翌年度の住民税から減額されることになります。

  例）住民税（所得割）が 300,000 円 で、所得税の限界税率（Ａ）が 10% の場合の、 

上記（注）の限度による寄付金額 

     （寄付金－5,000 円）×（90％－10%）＝300,000 円×1 割 

    ∴ 寄付金＝42,500 円 

 

○ なお、寄付金に関しては、このほかの税法上の規定もありますので、詳しくは山形県

ホームページ『山形応援サイト』（http://www.pref.yamagata.jp/oen/public_html.html）

も、あわせてご覧ください。 

①住民税（所得割）の減額 

 

ご寄付後の 

住民税額等 

 

本 来 の

住民税額等

 

山形県への

寄 付 金

 

ご本人様

負  担

5,000 円

（「寄付金控除」

の対象外）

＝ － － 


